
 

介護保険法（抜粋） 

平成九年十二月十七日 

法律第百二十三号 

第七章 介護保険事業計画 

 

（基本指針） 

第百十六条 厚生労働大臣は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する

法律（平成元年法律第六十四号）第三条第一項に規定する総合確保方針に即して、介護

保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針（以下「基本指針」

という。）を定めるものとする。  

２ 基本指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。  

一 介護給付等対象サービスを提供する体制の確保及び地域支援事業の実施に関する基

本的事項  

二 次条第一項に規定する市町村介護保険事業計画において同条第二項第一号の介護給

付等対象サービスの種類ごとの量の見込みを定めるに当たって参酌すべき標準その他

当該市町村介護保険事業計画及び第百十八条第一項に規定する都道府県介護保険事業

支援計画の作成に関する事項  

三 その他介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するために必要な事項  

３ 厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更するに当たっては、あらかじめ、

総務大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。  

４ 厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公

表しなければならない。  

（市町村介護保険事業計画）  

第百十七条 市町村は、基本指針に即して、三年を一期とする当該市町村が行う介護保険

事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画（以下「市町村介護保険事業計画」とい

う。）を定めるものとする。  

２ 市町村介護保険事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。  

一 当該市町村が、その住民が日常生活を営んでいる地域として、地理的条件、人口、

交通事情その他の社会的条件、介護給付等対象サービスを提供するための施設の整備

の状況その他の条件を総合的に勘案して定める区域ごとの当該区域における各年度の

認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護

老人福祉施設入所者生活介護に係る必要利用定員総数その他の介護給付等対象サービ

スの種類ごとの量の見込み  

二 各年度における地域支援事業の量の見込み  

３ 市町村介護保険事業計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項

について定めるよう努めるものとする。  

一 前項第一号の必要利用定員総数その他の介護給付等対象サービスの種類ごとの見込
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量の確保のための方策  

二 各年度における地域支援事業に要する費用の額及び地域支援事業の見込量の確保の

ための方策  

三 介護給付等対象サービスの種類ごとの量、保険給付に要する費用の額、地域支援事

業の量、地域支援事業に要する費用の額及び保険料の水準に関する中長期的な推計  

四 指定居宅サービスの事業、指定地域密着型サービスの事業又は指定居宅介護支援の

事業を行う者相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービス（介

護給付に係るものに限る。）の円滑な提供を図るための事業に関する事項  

五 指定介護予防サービスの事業、指定地域密着型介護予防サービスの事業又は指定介

護予防支援の事業を行う者相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象

サービス（予防給付に係るものに限る。）の円滑な提供及び地域支援事業の円滑な実施

を図るための事業に関する事項  

六 認知症である被保険者の地域における自立した日常生活の支援に関する事項、居宅

要介護被保険者及び居宅要支援被保険者に係る医療その他の医療との連携に関する事

項、高齢者の居住に係る施策との連携に関する事項その他の被保険者の地域における

自立した日常生活の支援のため必要な事項  

４ 市町村介護保険事業計画は、当該市町村の区域における要介護者等の人数、要介護者

等の介護給付等対象サービスの利用に関する意向その他の事情を勘案して作成されなけ

ればならない。  

５ 市町村は、第二項第一号の規定により当該市町村が定める区域ごとにおける被保険者

の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を正確に把握した上で、これらの事

情を勘案して、市町村介護保険事業計画を作成するよう努めるものとする。  

６ 市町村介護保険事業計画は、老人福祉法第二十条の八第一項に規定する市町村老人福

祉計画と一体のものとして作成されなければならない。  

７ 市町村介護保険事業計画は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関す

る法律第五条第一項に規定する市町村計画との整合性の確保が図られたものでなければ

ならない。  

８ 市町村介護保険事業計画は、社会福祉法第百七条に規定する市町村地域福祉計画、高

齢者の居住の安定確保に関する法律（平成十三年法律第二十六号）第四条の二第一項に

規定する市町村高齢者居住安定確保計画その他の法律の規定による計画であって要介護

者等の保健、医療、福祉又は居住に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでな

ければならない。  

９ 市町村は、市町村介護保険事業計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじ

め、被保険者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。  

10 町村は、市町村介護保険事業計画（第二項各号に掲げる事項に係る部分に限る。）を

定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければなら

ない。  

11 町村は、市町村介護保険事業計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都

道府県知事に提出しなければならない。  

（都道府県介護保険事業支援計画）  



第百十八条 道府県は、基本指針に即して、三年を一期とする介護保険事業に係る保険給

付の円滑な実施の支援に関する計画（以下「都道府県介護保険事業支援計画」という。）

を定めるものとする。  

２ 道府県介護保険事業支援計画においては、当該都道府県が定める区域ごとに当該区域

における各年度の介護専用型特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活

介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る必要利用定員総数、介護保

険施設の種類ごとの必要入所定員総数その他の介護給付等対象サービスの量の見込みを

定めるものとする。  

３ 道府県介護保険事業支援計画においては、前項に規定する事項のほか、次に掲げる事

項について定めるよう努めるものとする。  

一 護保険施設その他の介護給付等対象サービスを提供するための施設における生活環

境の改善を図るための事業に関する事項  

二 護サービス情報の公表に関する事項  

三 護支援専門員その他の介護給付等対象サービス及び地域支援事業に従事する者の確

保又は資質の向上に資する事業に関する事項  

四 護保険施設相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービスの円

滑な提供を図るための事業に関する事項  

五 百十五条の四十五第二項第四号に掲げる事業に関する市町村相互間の連絡調整を行

う事業に関する事項  

４ 道府県介護保険事業支援計画においては、第二項に規定する事項及び前項各号に掲

げる事項のほか、第二項の規定により当該都道府県が定める区域ごとに当該区域にお

ける各年度の混合型特定施設入居者生活介護に係る必要利用定員総数を定めることが

できる。  

５ 道府県介護保険事業支援計画は、老人福祉法第二十条の九第一項に規定する都道府

県老人福祉計画と一体のものとして作成されなければならない。  

６ 道府県介護保険事業支援計画は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進

に関する法律第四条第一項に規定する都道府県計画及び医療法第三十条の四第一項に

規定する医療計画との整合性の確保が図られたものでなければならない。  

７ 道府県介護保険事業支援計画は、社会福祉法第百八条に規定する都道府県地域福祉

支援計画、高齢者の居住の安定確保に関する法律第四条第一項に規定する都道府県高

齢者居住安定確保計画その他の法律の規定による計画であって要介護者等の保健、医

療、福祉又は居住に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならな

い。  

８ 道府県は、都道府県介護保険事業支援計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、

これを厚生労働大臣に提出しなければならない。  

（都道府県知事の助言等）  

第百十九条 道府県知事は、市町村に対し、市町村介護保険事業計画の作成上の技術的事

項について必要な助言をすることができる。  

２ 生労働大臣は、都道府県に対し、都道府県介護保険事業支援計画の作成の手法その他

都道府県介護保険事業支援計画の作成上重要な技術的事項について必要な助言をするこ



とができる。  

（国の援助）  

第百二十条 は、市町村又は都道府県が、市町村介護保険事業計画又は都道府県介護保険

事業支援計画に定められた事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施される

ように必要な情報の提供、助言その他の援助の実施に努めるものとする。  


